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ヒートアイランド対策大綱 対策の進捗状況の点検項目 
 

 

 

１ 人工排熱の低減 

１）エネルギー消費機器等の高効率化の促進 1 

２）省エネルギー性能の優れた住宅・建築物の普及促進 15 

３）低公害車の技術開発・普及促進 27 

４）交通流対策および物流の効率化の推進並びに公共交通機関の利用促進 37 

５）未利用エネルギー等ヒートアイランド対策に資する新エネルギーの利用促進 57 

 

２ 地表面被覆の改善 

１）民間建築物等の敷地における緑化等の推進 71 

２）官庁施設等の緑化等の推進 87 

３）公共空間の緑化等の推進 93 

４）水の活用による対策の推進 103 

 

３ 都市形態の改善 

１）水と緑のネットワークの形成 111 

２）環境負荷の小さな年の構築に向けた都市計画制度の活用の推進 119 

 

４ ライフスタイルの改善 

１）ライフスタイルの改善に向けた取組の推進 121 

２）自動車の効率的な利用 127 

 

５ 観測・監視体制の強化及び調査研究の推進 

 １ 観測・監視と実態把握 131 

 ２ 原因・メカニズム・影響に関する調査研究 137 

 ３ 計画的な施策展開のための調査研究 145 
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１ 人工排熱の低減 

１）エネルギー消費機器等の高効率化の促進
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第２回 対策の進捗状況の点検（個票） 

 

省庁名 警察庁 個票Ｎｏ． １ 

１．人工排熱の低減  大綱の分類 

 
１）エネルギー消費機器等の高効率化の促進 

施策名 信号灯器のＬＥＤ化の推進 

 電球式信号灯器に比べ、消費電力が少なく発光効率が良い発光ダイオード

(ＬＥＤ)式の信号灯器への転換を推進する。 

 

施策の概要 

 

 

 地方単独事業によりＬＥＤ式信号灯器の整備を図るとともに、灯器整備の一

部について財政的支援を行い、計画的な整備を推進した。 

 

施策の進捗状況 

平成18年３月末現在、ＬＥＤ式信号灯器数は、車両用で約144,000灯、歩行

者用で約 46,500 灯を整備。 

平成１６年度 １６，２２２（内数） 

平成１７年度 １６，３３７（内数） 

予算（当初） 

（単位：百万円） 

平成１８年度 １５，３６５（内数） 

担当 交通局交通規制課 

備考  

関連ホームページ等 http://www.npa.go.jp/koutsuu/kisei/index.html 
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第２回 対策の進捗状況の点検（個票） 

 

省庁名 経済産業省 

（自動車に関しては国交省と共管） 

個票Ｎｏ． ２ 

１．人工排熱の低減 大綱の分類 

１）エネルギー消費機器等の高効率化の促進 

施策名 トップランナー方式による機器の性能向上 

製造事業者等に対し、省エネルギー法に基づき指定する特定機器について

トップランナー方式による性能基準を設定し、機器の省エネルギー効率の改善

を図る。トップランナー方式とは、現在商品化されている機器の中で最も性能の

優れたもの以上に基準を設定する方式。現在、自動車、エアコン、冷蔵庫、テレ

ビ、ガス・石油機器等２１品目（平成１８年度４月末時点）に導入されている。 

施策の概要 

 

ジャー炊飯器、電子レンジ及びＤＶＤレコーダーを特定機器に新たに指定し、

また、現行特定機器のテレビの対象範囲を拡大し、液晶・プラズマテレビを追

加し、さらに、乗用自動車及び貨物自動車の対象範囲を拡大し、重量車を追加

した。（平成１８年４月１日施行） 

平成１６年度に目標年度を向かえたエアコン及び冷蔵庫等について、目標基

準値等の見直し、また、ガソリン乗用自動車等について次期目標基準値の検

討に着手した。 

対象となっている特定機器のうち、平成１７年度に蛍光灯のみを主光源とす

る照明器具、電子計算機、磁気ディスク装置及び自動販売機が目標年度を迎

えた。 

施策の進捗状況 

(Ｈ18 年 4 月時点) 

○ 対象品目の追加：３品目 

○ 対象範囲の拡大：３品目 

○ 目標基準値の見直しの検討：５品目 

○ 平成１７年度目標年度を向かえた機器：４品目 

平成１６年度 ― 

平成１７年度 ― 

当初予算 

(単位：百万円） 

平成１８年度 ― 

担当 資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部省エネルギー対策課 

※自動車に関しては、国土交通省自動車交通局環境課と共管） 

備考  

関連ホームページ等 http://www.enecho.meti.go.jp/policy/saveenergy/save03.htm 
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第２回 対策の進捗状況の点検（個票） 

 

省庁名 経済産業省 個票Ｎｏ． ３ 

１．人工排熱の低減 大綱の分類 

１）エネルギー消費機器等の高効率化の促進 

施策名 エネルギー使用合理化設備導入促進表示制度 

 消費者に対して省エネルギー型機器の導入促進を図るため、「国際エネルギ

ースタープログラム」及び「省エネラベリング制度」の運用、普及啓発に係る事業

等を実施する。 

施策の概要 

 

国際エネルギースタープログラム及び省エネルギーラベリング制度の広報活

動等を実施し、制度の運用、普及啓発を行った。 

施策の進捗状況 

(Ｈ18 年 4 月時点) 

平成１８年３月時点における省エネルギーラベリング制度の認知状況は３９．

７％。 

平成１６年度 ２１６

平成１７年度 ２１６

当初予算 

(単位：百万円） 

平成１８年度 ２１６

担当 資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部省エネルギー対策課 

 

備考 

 

 

関連ホームページ等 http://www.eccj.or.jp/ene-star/index_esj.html 

http://www.eccj.or.jp/labeling/index.html 
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第２回 対策の進捗状況の点検（個票） 

 

省庁名 経済産業省 個票Ｎｏ． ４ 

１．人口排熱の低減 大綱の分類 

１）エネルギー消費機器等の高効率化の促進 

施策名 販売事業者の取組の情報提供事業 

 省エネルギー型製品販売事業者評価制度を実施し、省エネルギー型機器の

導入に係る優れた取組を行っている販売事業者を決定し、広く国民に周知す

る。 

施策の概要 

 

 省エネルギー型製品販売事業者評価制度を実施し、省エネルギー型機器の

導入に係る優れた取組を行っている販売事業者を決定し、広く国民に周知した。

施策の進捗状況 

(Ｈ18 年 4 月時点) 

平成１７年度省エネ型製品普及推進優良店：１０６店舗（大規模店舗：８８店舗、

中小規模店舗：１８店舗） 

平成１６年度 ２００ 

平成１７年度 ２００ 

当初予算 

(単位：百万円） 

平成１８年度 １５０ 

担当 資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部 

省エネルギー対策課 

備考 

 

 

関連ホームページ等 http://www.eccj.or.jp/yuryoten/index.html 
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第２回 対策の進捗状況の点検（個票） 

 

省庁名 経済産業省 個票Ｎｏ． ５ 

１．人工排熱の低減 大綱の分類 

１）エネルギー消費機器等の高効率化の促進 

施策名 エネルギー使用合理化技術の戦略的開発 

 平成１４年６月に取りまとめた「省エネルギー技術戦略」に沿って、シーズ技術

の発掘から実証研究に至るまで、民間団体等から幅広く公募を行い、需要側の

課題を克服する技術開発を戦略的に実施する。 

施策の概要 

 

 平成１７年２月に発効した京都議定書をふまえ、京都議定書目標達成計画の

目標の達成及び「２０３０年のエネルギー需給展望」にて示されている長期エネ

ルギー需給見通しにおける省エネルギー効果量の実現に貢献すべく、技術開発

を推進した。 

施策の進捗状況 

(Ｈ18 年 4 月時点) 

 

平成１６年度 ６，４５０

平成１７年度 ６，２００

当初予算 

(単位：百万円） 

平成１８年度 ６，２００

担当 資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部省エネルギー対策課 

備考 

 

 

関連ホームページ等  
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第２回 対策の進捗状況の点検（個票） 

 

省庁名 経済産業省 個票Ｎｏ． ６ 

１．人工排熱の低減 大綱の分類 

１）エネルギー消費機器等の高効率化の促進 

施策名 住宅用放熱部材の開発 

（光触媒利用高機能住宅用部材プロジェクトのうち数） 

施策の概要  表面を光触媒でコーティングした放熱機能を有する住宅用放熱部材を開発

するとともに、散水装置を組み合わせ室内の熱を外部に効率よく放熱する冷

房空調負荷低減システムを開発する。 

３カ年にわたって実施してきた技術開発プロジェクトが本年３月で終了。光触

媒を用いた放熱部材、散水システム、実際に建築物に適用するための熱量

計算方法に関する技術を確立。今後、技術評価を行うとともに、ＮＥＤＯ及び

開発事業者による普及促進活動を促していく。 

施策の進捗状況 

夏期の冷房にかかるエネルギー量を１０％以上低減 

○シミュレーションの結果 

東京２３区内の建築物の 50%に本ｼｽﾃﾑを適用：気温２度低下 

 商業地区に採用した場合：平均地表温度(HIP)１５度低下 

平成１６年度 ５００の内数 

平成１７年度 ５００の内数 

予算（当初） 

（単位：百万円） 

平成１８年度 －

担当 製造産業局化学課 

備考  

関連ホームページ等 http://www.nedo.go.jp/activities/portal/p03007.html 
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第２回 対策の進捗状況の点検（個票） 

 

省庁名 経済産業省 個票Ｎｏ． ７ 

１．人工排熱の低減 大綱の分類 

１）エネルギー消費機器等の高効率化の促進 

施策名 省エネルギーに関するビジョン策定 

地方公共団体、民間事業者等が、地域における省エネルギーに関する計画を

策定する際に、その計画策定に必要な経費を助成し、当該地域における新エ

ネ・省エネ設備の導入促進を図る。 

施策の概要 

 

地方公共団体等が行う地域省エネルギービジョン策定調査、重点テーマに係る

詳細ビジョン策定調査及び当該事業を実施する者が行う事業化フィージビリティ

スタディ調査の実施に対して、事業費の定額を補助した。平成１２年度から平成

１７年度までの地域省エネルギービジョン策定等件数は、３０３件にのぼり、本事

業により策定年度以降において、地域住民の省エネルギーに対する意識高揚、

具体的プロジェクトの進展が期待される。 

施策の進捗状況 

(Ｈ18 年 4 月時点) 

<平成１７年度地域省エネルギービジョン策定等事業実施件数> 

○地域省エネルギービジョン策定調査   ３５件 

○重点テーマに係る詳細ビジョン策定調査 １４件 

○事業化フィージビリティスタディ調査  １３件 

平成１６年度 ５０４ 

平成１７年度 ４５４ 

当初予算 

(単位：百万円） 

平成１８年度 １，７０４（内数） 

担当 資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部政策課 

備考 

 

 

関連ホームページ等  



 9

第２回 対策の進捗状況の点検（個票） 

 

省庁名 経済産業省 個票Ｎｏ． ８ 

１．人工排熱の低減 大綱の分類 

１）エネルギー消費機器等の高効率化の促進 

施策名 省エネルギー設備・システムの導入促進 

施策の概要  産業部門・民生（家庭・業務）部門・運輸部門における省エネルギー設備・

システムや技術等の省エネ投資に対して支援を行う。 

 特に、コンビナート等で複数主体が連携した大規模省エネルギー事業、省

エネ効果等が大きい業界一号機、省エネ性能が非常に高い高性能工業炉

等、費用対効果が高く、政策的意義の高い省エネ投資を重点的に支援す

る。 

 

省エネルギー性能が高い設備・システムや技術の導入により、エネルギー

消費機器や設備等の高効率化を促進した。 

施策の進捗状況 

 

 

平成１６年度 １９，５５２ 

平成１７年度 ２５，７２７ 

予算（当初） 

（単位：百万円） 

平成１８年度 ３１，１３９ 

担当 資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部 

省エネルギー対策課 

備考  

関連ホームページ等  
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第２回 対策の進捗状況の点検（個票） 

 

省庁名 経済産業省 個票Ｎｏ． ９ 

１．人工排熱の低減 大綱の分類 

１）エネルギー消費機器等の高効率化の促進 

施策名 高効率機器導入支援 

施策の概要  民生（家庭・業務）部門において、エネルギー需要の大きな給湯や空調分

野に係るエネルギー需要を削減するため、個々の機器に高い効率性が認め

られる住宅・建築用の機器（高効率給湯器（CO2 冷媒ヒートポンプ給湯器、

潜熱回収型給湯器、ガスエンジン給湯器）、高効率空調機）の導入を支援す

る。 

 

省エネルギー性能が高い高効率機器の導入により、民生部門における省

エネルギー対策を促進した。 

施策の進捗状況 

 

 

平成１６年度 ７，９５９ 

平成１７年度 １１，５２２ 

予算（当初） 

（単位：百万円） 

平成１８年度 １８，７３６ 

担当 資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部 

省エネルギー対策課 

備考  

関連ホームページ等  
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第２回 対策の進捗状況の点検（個票） 

省庁名 経済産業省 個票Ｎｏ． １０ 

１．人工排熱の低減 大綱の分類 

１）エネルギー消費機器等の高効率化の促進 

施策名 新エネルギーに関するビジョン策定 

施策の概要  地方公共団体、民間事業者等が、地域における新エネルギーに関する計

画を策定する際に、その計画策定に必要な経費を助成し、当該地域におけ

る新エネ設備の導入促進を図る。 

地方公共団体等が行う地域新エネルギービジョン策定調査、重点テーマに

係る詳細ビジョン策定調査及び当該事業を実施する者が行う事業化フィージ

ビリティスタディ調査の実施に対して、事業費の定額を補助した。平成７年度

から平成１７年度までの地域新エネルギービジョン策定等件数は、１，１３９

件にのぼり、本事業により策定年度以降において、地域住民の新エネルギ

ーに対する意識高揚、具体的導入プロジェクトの進展が期待される。 

施策の進捗状況 

(Ｈ18 年 4 月時点) 

<平成１７年度地域新エネルギービジョン策定等事業実施件数> 

○地域新エネルギービジョン策定調査   ３５件 

○重点テーマに係る詳細ビジョン策定調査 １４件 

○事業化フィージビリティスタディ調査  １３件 

平成１６年度 １，１８１ 

平成１７年度 １，１８１ 

予算（当初） 

（単位：百万円） 

平成１８年度 １，７０４（内数） 

担当 資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部政策課 

備考  

関連ホームページ等  
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第２回 対策の進捗状況の点検（個票） 

 

 

省庁名 環境省 個票Ｎｏ． １１ 

１．人工排熱の低減 大綱の分類 

１）エネルギー消費機器等の高効率化の促進 

施策名 対策技術率先導入事業 

施策の概要 自らの事務事業に関する実行計画に基づく、地方公共団体の施設への代エ

ネ・省エネ設備の整備を行う地方公共団体に対して補助する。 

自らの事務事業に関する実行計画に基づく、地方公共団体の施設への代エ

ネ・省エネ設備の整備を行う地方公共団体に対して補助を行い、エネルギー

消費機器等の高効率化の促進を図った。 

施策の進捗状況 

平成１７年度は１６件の代エネ・省エネ設備を整備 

平成１６年度 1,020 

平成１７年度 1,020 

予算（当初） 

（単位：百万円） 

平成１８年度 1,020 

担当 地球環境局地球温暖化対策課 

備考  

関連ホームページ等  
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第２回 対策の進捗状況の点検（個票） 

 

省庁名 環境省 個票Ｎｏ． １２ 

１．人工排熱の低減 大綱の分類 

１）エネルギー消費機器等の高効率化の促進 

施策名 業務部門二酸化炭素削減モデル事業 

施策の概要 中小規模施設への地球温暖化対策技術の普及のため、二酸化炭素排出量

の削減を図る効率的な対策技術を導入するモデル事業を行い、他の業務用

施設への波及を促す。 

平成１７年度からの新規事業。平成１７年度はコンビニエンスストアからの提

案による事業を実施。 

施策の進捗状況 

平成１７年度は４件採択。 

平成１６年度 ― 

平成１７年度 200 

予算（当初） 

（単位：百万円） 

平成１８年度 150 

担当 地球環境局地球温暖化対策課 

備考  

関連ホームページ等  
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第２回 対策の進捗状況の点検（個票） 

 

 

省庁名 環境省 個票Ｎｏ． １３ 

１．人工排熱の低減  大綱の分類 

１）エネルギー消費機器等の高効率化の促進 

施策名 地球温暖化対策技術開発事業 

省エネ対策技術の実用化を目指した先見性・先導性が高い技術開発や実証な

ど、新たな省エネ技術や新エネ利用設備に係る技術の開発・実用化・導入普及

を進めるため、基盤的な技術開発事業について、公募により選定した民間事業

者等に支援を行う。 

施策の概要 

 

省エネ対策技術の実用化を目指した先見性・先導性が高い技術開発や実証

などに係る技術の開発・実用化・導入普及を進めるため、基盤的な技術開発事

業について公募を行い、新たな省エネ対策技術や新エネルギーの利用促進に

係る技術を、公募により選定し支援を行う予定である。 

施策の進捗状況 

(Ｈ18 年 4 月時点) 

平成１８年度は、８件を採択。 

平成１６年度 1,634 の内数 

平成１７年度 2,676 の内数 

当初予算 

(単位：百万円） 

平成１８年度 2,716 の内数 

担当 地球環境局地球温暖化対策課 

備考 

 

 

関連ホームページ等  
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１ 人工排熱の低減 

２）省エネルギー性能の優れた住宅・建築物の普及促進
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第２回 対策の進捗状況の点検（個票） 

 

省庁名 経済産業省 個票Ｎｏ． １４（８を再掲） 

１．人工排熱の低減 大綱の分類 

２）省エネルギー性能の優れた住宅・建築物の普及促進 

施策名 省エネルギー設備・システムの導入促進（再掲） 

施策の概要  産業部門・民生（家庭・業務）部門・運輸部門における省エネルギー設備・

システムや技術等の省エネ投資に対して支援を行う。 

特に、コンビナート等で複数主体が連携した大規模省エネルギー事業、省

エネ効果等が大きい業界一号機、省エネ性能が非常に高い高性能工業炉

等、費用対効果が高く、政策的意義の高い省エネ投資を重点的に支援する 

省エネルギー性能が高い設備・システムや技術の導入により、エネルギー

消費機器や設備等の高効率化を促進した。 

施策の進捗状況 

 

 

平成１６年度 １９，５５２ 

平成１７年度 ２５，７２７ 

予算（当初） 

（単位：百万円） 

平成１８年度 ３１，１３９ 

担当 資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部 

省エネルギー対策課 

備考  

関連ホームページ等  
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第２回 対策の進捗状況の点検（個票） 

 

省庁名 経済産業省 個票Ｎｏ． １５ 

１．人工排熱の低減 大綱の分類 

２）省エネルギー性能の優れた住宅・建築物の普及促進 

施策名 ＥＳＣＯ事業の活用推進 

 民生業務部門を中心としたエネルギー消費の増大が著しい部門における省エ

ネルギー対策を推進するため、国や自治体の公的施設やオフィスビル等省エネ

余地が大きい建物を中心として、省エネルギー診断、それに基づく改修工事、そ

の後の運転管理、資金調達等の包括的な省エネルギーサービスを提供するＥＳ

ＣＯ（エネルギー・サービス・カンパニー）事業の活用を促進する。 

施策の概要 

 

 ＥＳＣＯ事業導入に関する広報活動を実践し、幅広い分野でのＥＳＣＯ事業の

普及を促進した。また、事業者向け及び地方自治体を対象としたＥＳＣＯ事業の

説明会を各都道府県で行った。 

 また、平成１６年度から５年間の期間で、中央省庁として初めて、経済産業省

総合庁舎（本館・別館）にて、ＥＳＣＯ実証事業を実施している。 

施策の進捗状況 

(Ｈ18 年 4 月時点) 

 

平成１６年度 １０

平成１７年度 １２

当初予算 

(単位：百万円） 

平成１８年度 ５

担当 資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部 

省エネルギー対策課 

備考 

 

 

関連ホームページ等  
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第２回 対策の進捗状況の点検（個票） 

 

 

省庁名 経済産業省 個票Ｎｏ． １６ 

１．人工排熱の低減 大綱の分類 

２）省エネルギー性能の優れた住宅・建築物の普及促進 

施策名 省エネ法による民生業務部門対策の強化 

近年、事業場においてヒートポンプやコージェネレーションなどの導入が加速化

し、熱と電気の相互代替が進展していることを踏まえ、平成１７年８月に省エネ法

を改正し、熱と電気の一体的管理を義務付ける措置を講じた。 

施策の概要 

改正省エネ法を平成１８年４月１日に施行。 

改正省エネ法が平成１８年４月１日に施行された。 

平成１８年度においては、平成１７年度の１年間に原油換算値で１，５００ｋｌ以上

のエネルギーを使用した事業場をエネルギー管理指定工場に指定し、９月末ま

でに、当該事業場から将来的な省エネ計画（中長期計画）の提出及びエネルギ

ー使用量等の報告を受ける。 

施策の進捗状況 

(Ｈ18 年 4 月時点) 

平成１８年７月末には、改正省エネ法施行後の民生業務部門の事業場における

エネルギー管理指定工場の数が判明する予定。 

平成１６年度 － 

平成１７年度 － 

当初予算 

(単位：百万円） 

平成１８年度 － 

担当 資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部省エネルギー対策課 

備考 

 

平成１５年４月に施行された改正省エネ法において、それまで製造業等５業種に

限定されていた第一種エネルギー管理指定工場の指定対象を全業種に拡大

し、民生業務部門の事業場にも中長期計画の提出及びエネルギー使用量等の

報告を義務付けた。今回の改正は、当該事業場において、省エネ措置の更なる

強化を図るものである。 

関連ホームページ等 http://www.enecho.meti.go.jp/policy/saveenergy/save02.htm 
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第２回 対策の進捗状況の点検（個票） 

 

省庁名 経済産業省 個票Ｎｏ． １７ 

１．人口排熱の低減 大綱の分類 

２）省エネルギー性能の優れた住宅・建築物の普及促進 

施策名 高環境創造高効率住宅用ＶＯＣセンサ等技術開発 

平成１５年に室内空気環境の保全の観点から、住宅において換気装置の設

置が義務付けられたことに対応し、民生家庭部門（住宅）の省エネルギー対策を

推進するため、健康性を損なうことなく、かつ、換気による熱負荷（換気負荷）を

最小化することによって省エネルギーを達成するための住宅に係る技術を確立

する。 

具体的には、住宅の室内空気環境を確保して換気負荷の最小化を可能とす

るＶＯＣセンサ技術及びモニタリング併用型換気システム等を開発する。 

施策の概要 

本事業の成果の普及により、2010 年時点において、2.8 万ｋｌの民生部門の省エ

ネ効果が期待される。 

複数種のＶＯＣ（ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン等）を個別に検知し、かつ

低濃度のＶＯＣを検知できるＶＯＣセンサ材料の開発に向けた評価を実施した。

また、モニタリング併用型換気システムのトータルデザインを設計するために必

要な調査等を行った。 

施策の進捗状況 

(Ｈ18 年 4 月時点) 

 

平成１６年度 － 

平成１７年度 １４０，０００ 

当初予算 

(単位：百万円） 

平成１８年度 １４０，０００ 

担当 製造産業局住宅産業窯業建材課 

備考 

 

 

関連ホームページ等  
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第２回 対策の進捗状況の点検（個票） 

 

 

省庁名 国土交通省 個票Ｎｏ． １８ 

１．人工排熱の低減 大綱の分類 

２）省エネルギー性能の優れた住宅・建築物の普及促進 

施策名 省エネ法等に基づく住宅・建築物の省エネルギー化の推進 

施策の概要 省エネ法において、すべての建築主に対し構造の断熱化などの措置を「努力義

務」として課し、建築主の判断のための基準を定めるとともに、一定規模以上の

住宅・建築物の新築・増改築及び大規模修繕等時に、地方公共団体への省エネ

措置の届出を義務付けることにより、基準に適合した住宅・建築物の普及を図

る。 

 新築住宅及び新築建築物（非住宅）における省エネ基準適合率は、それぞれ

13％（H12）→32％（H16）、34％（H12）→74％（H16）と向上している。 

 ストック対策及び住宅における対策の強化が課題であり、一定規模以上の非

住宅建築物の大規模修繕等を行う者に対して、所管行政庁への省エネ措置の

届出を義務付けるとともに、一定規模以上の住宅についても、非住宅建築物と

同様に所管行政庁への省エネ措置の届出を義務付けること等を内容とする改正

省エネ法が本年４月１日に施行されたところである。 

施策の進捗状況 

新築住宅の省エネ基準適合率  32％（平成 16 年度） 

新築建築物の省エネ基準適合率 74％（平成 16 年度） 

平成１６年度  

平成１７年度  

予算（当初） 

（単位：百万円） 

平成１８年度  

担当 住宅局住宅生産課、建築指導課 

備考  

関連ホームページ等 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/syouene/shouene.html 
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第２回 対策の進捗状況の点検（個票） 

 

 

省庁名 国土交通省 個票Ｎｏ． １９ 

１．人工排熱の低減 大綱の分類 

２）省エネルギー性能の優れた住宅・建築物の普及促進 

施策名 環境共生住宅市街地モデル事業における環境への負荷を低減するモデル性

の高い住宅市街地整備の推進 

施策の概要 地球温暖化や都市のヒートアイランド現象等の環境問題に総合的に配慮した

住宅を普及するため、屋上緑化や自然・未利用エネルギーの活用等により環

境への負荷を低減するモデル性の高い住宅市街地の整備を推進する。 

平成１７年度までに全国９５地区において事業を実施。平成１８年度以降も引

き続き実施することとしている。 

施策の進捗状況 

全国９５地区（～平成１７年度） 

平成１６年度 住宅地区改良 18,939（内数） 

平成１７年度 住宅市街地総合整備事業 

71,084（内数） 

予算（当初） 

（単位：百万円） 

平成１８年度 住宅市街地総合整備事業 

80,419（内数） 

担当 土地・水資源局土地政策課 

住宅局住宅生産課 

備考  

関連ホームページ等  
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第２回 対策の進捗状況の点検（個票） 

 

 

省庁名 国土交通省 個票Ｎｏ． ２０ 

１．人工廃熱の低減 大綱の分類 

２）省エネルギー性能の優れた住宅・建築物の普及促進 

施策名 先導型再開発緊急促進事業 

施策の概要 先導型再開発緊急促進事業において、省エネルギー法に基づき定められた

基準を満たす施設建築物等を整備する事業を環境対応促進型事業として補

助対象としている。 

施策の進捗状況  平成１７年度においては、先導型再開発緊急促進事業における環境対応

促進型事業に対し、補助を実施。 

今後は引き続き制度の積極的活用を図る予定。 

 

 

平成１６年度 41,540（内数） 

平成１７年度 33,471（内数） 

予算（当初） 

（単位：百万円） 

平成１８年度 32,692（内数） 

担当 都市・地域整備局市街地整備課 

住宅局市街地建築課 

備考  

関連ホームページ等  
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第２回 対策の進捗状況の点検（個票） 

 

 

省庁名 国土交通省 個票Ｎｏ． ２１ 

１．人工排熱の低減 大綱の分類 

２）省エネルギー性能の優れた住宅・建築物の普及促進 

施策名 21 世紀都市居住緊急促進事業による省エネルギー性能の優れた住宅・建

築物の普及促進 

施策の概要 環境・資源問題の深刻化、高齢化社会の進展、防災上危険な市街地の未整

備等多岐にわたる都市・住宅問題に対処しつつ、21 世紀にふさわしいゆとり

ある生活空間の実現を図る。 

施策の進捗状況 環境負荷の低減に寄与する住宅市街地の形成を図るため、引き続き、市街

地の緑化等の施策を推進する。 

 

平成１６年度 ３５９，１００（内数） 

平成１７年度 ３４１，４２６（内数） 

予算（当初） 

（単位：百万円） 

平成１８年度 ２５９，０９５（内数） 

担当 都市・地域整備局市街地整備課 

住宅局住宅総合整備課、市街地建築課、市街地住宅整備室 

備考  

関連ホームページ等  
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第２回 対策の進捗状況の点検（個票） 

 

 

省庁名 環境省 個票Ｎｏ． ２２ 

１．人工排熱の低減 大綱の分類 

２）省エネルギー性能に優れた住宅・建築物の普及促進 

施策名 二酸化炭素排出量削減モデル住宅整備事業（環の匠住宅整備事業） 

施策の概要 住宅における二酸化炭素排出量の大幅な削減を図るための各種対策技術

を導入するモデル性の高い二酸化炭素低排出型住宅（環の匠住宅）の導入

促進事業を行い、他の住宅への波及を促す。 

平成１７年度の事業。 施策の進捗状況 

平成１７年度は 906 世帯を採択。 

平成１６年度 ― 

平成１７年度 400 

予算（当初） 

（単位：百万円） 

平成１８年度 ― 

担当 地球環境局地球温暖化対策課 

備考  

関連ホームページ等  
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第２回 対策の進捗状況の点検（個票） 

 

 

省庁名 環境省 個票Ｎｏ． ２３ 

１．人工排熱の低減  大綱の分類 

２）省エネルギー性能の優れた住宅・建築物の普及促進 

施策名 街区まるごと CO2２０％削減事業 

大規模な宅地開発などの機会を捉え、ある一定の面積をもつエリアにおいて、

複数の建物を一体のものとして、街区全体に省エネ・新エネ機器等を導入する

ディベロッパーに対して補助を行い、民生部門における面的な省エネ対策の導

入促進を図る。 

施策の概要 

 

本事業は、平成１８年度からの新規事業。平成１８年度は住宅街区（１００世帯

程度）と業務街区（１０ビル程度）に対し支援を行う予定。 

施策の進捗状況 

(Ｈ18 年 4 月時点) 

 

平成１６年度 ― 

平成１７年度 ― 

当初予算 

(単位：百万円） 

平成１８年度 400 

担当 地球環境局地球温暖化対策課 

備考 

 

 

関連ホームページ等  
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第２回 対策の進捗状況の点検（個票） 

 

 

省庁名 環境省 個票Ｎｏ． ２４ 

１．人工排熱の低減  大綱の分類 

２）省エネルギー性能の優れた住宅・建築物の普及促進 

施策名 地域協議会代エネ・省エネ対策推進事業 

地域協議会を通じて、一般住宅等に省エネ資材等の民生部門の各種代エネ・省

エネ対策としての効果のある設備を導入する住民や事業者等に対し支援を行

う。 

施策の概要 

 

地域協議会を通じて、ある地域に省エネ資材等の各種代エネ・省エネ対策設備

を整備する事業に対し支援を行うことで、地域における集団的な設備導入を推

進する。 

施策の進捗状況 

(Ｈ18 年 4 月時点) 

平成１７年度は３３件を採択。 

平成１６年度 600 

平成１７年度 150 

当初予算 

(単位：百万円） 

平成１８年度 280 

担当 地球環境局地球温暖化対策課 

備考 

 

 

関連ホームページ等  
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１ 人工排熱の低減 

３）低公害車の技術開発・普及促進
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第２回 対策の進捗状況の点検（個票） 

 

 

省庁名 経済産業省、国土交通

省、環境省 

個票Ｎｏ． ２５ 

１．人工排熱の低減  大綱の分類 

３）低公害車の技術開発・普及促進 

施策名 ・ 環境負荷の小さい自動車等に係る特例措置（自動車税のグリーン化・自

動車税） 

・ 低燃費車に係る特例措置（自動車取得税） 

施策の概要  低公害車の開発・普及を促進するため、税制の特例措置を講じることによ

り、運輸部門におけるエネルギー消費の約９割を占める自動車のエネルギ

ー効率の向上が図られ、排熱の抑制を図る。 

 低公害車の開発・普及の促進については、地球環境問題、大気汚染問題

への対応のみならず、自動車のエネルギー効率向上により排熱の抑制が図

られることから、ヒートアイランド対策として有効である。 

 当該施策は、平成 15 年度税制改正において、低燃費かつ低排出ガスと認

定されたＬＰＧ自動車及び次世代低公害車として位置付けられている燃料電

池自動車を対象に加えるとともに、平成 16 年度及び平成 18 年度税制改正

において、対象車をより環境負荷の小さい自動車に重点化の上、延長したと

ころである。 

 低公害車の普及については、これらの施策等を通じ、平成 17 年度末時点

で保有台数が約 1219 万台となる等着実に成果が現れている。 

 今後とも、京都議定書により定められた温室効果ガス排出削減目標の達

成や、深刻化するヒートアイランド問題への対応を図るため、引き続き施策を

推進する。 

施策の進捗状況 

○平成 17 年度における低公害車の新規登録台数 

2,673,794 台  

○平成 17 年度末時点での低公害車の保有台数  

約 1219 万台(全保有台数の約 24.4％) 
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平成１６年度  － 

平成１７年度  － 

予算（当初） 

（単位：百万円） 

平成１８年度 

担当 国土交通省自動車交通局技術安全部環境課 

経済産業省製造産業局自動車課 

環境省水・大気環境局自動車環境対策課 

備考  

関連ホームページ等 http://www.mlit.go.jp/jidosha/green/green_18.htm 
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第２回 対策の進捗状況の点検（個票） 

 

省庁名 経済産業省 個票Ｎｏ． ２６ 

１．人工排熱の低減 大綱の分類 

３）低公害車の技術開発・普及促進 

施策名 クリーンエネルギー自動車の普及拡大 

クリーンエネルギー自動車の普及拡大を図るため、クリーンエネルギー自動車

を導入する者や燃料供給設備の設置を行う者に対して、その導入に必要な費用

の一部を補助する。 

（クリーンエネルギー自動車等導入促進対策事業） 

施策の概要 

 

クリーンエネルギー自動車の導入及び燃料供給設備の設置を行う者に対し、導

入費用の一部補助を行うことにより、クリーンエネルギー自動車の普及拡大を

図っている。 

○クリーンエネルギー自動車普及台数 

平成１４年度 １４万台 

平成１５年度 １８万台 

平成１６年度 ２６万台 

施策の進捗状況 

(Ｈ18 年 4 月時点) 

 

平成１６年度 １０，９４２ 

平成１７年度 ９，４００ 

当初予算 

(単位：百万円） 

平成１８年度 ８，７７５ 

担当 資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部 

新エネルギー対策課 

備考 

 

 

関連ホームページ等  
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第２回 対策の進捗状況の点検（個票） 

 

 

省庁名 経済産業省 個票Ｎｏ． ２７ 

１．人工排熱の低減 大綱の分類 

３）低公害車の技術開発・普及促進 

施策名 新エネルギー技術開発プログラム 

（うち燃料電池自動車相当分）  

施策の概要  エネルギー効率が高く、環境負荷が低いことに加え、エネルギーの多様化に

も寄与する燃料電池自動車の早期実用化を目指し、以下の施策を総合的に

推進する。 

・ 固体高分子形燃料電池システム技術開発（１６年度終了） 

・ 固体高分子形燃料電池普及基盤整備事業（１６年度終了） 

・ 固体高分子形燃料電池システム実証等研究開発（１７年度終了） 

・ 固体高分子形燃料電池実用化戦略的技術開発 

・ 燃料電池先端科学研究委託 

・ 水素安全利用等基盤技術開発 

・ 水素社会構築共通基盤整備事業 

・ 燃料電池自動車等用リチウム電池技術開発 

・ 燃料電池システム等実証研究（１８年度新規） 

・ 水素先端科学基礎研究事業（１８年度新規） 

施策の進捗状況 固体高分子形燃料電池システム実証等研究開発においては、首都圏を中

心に１２箇所の水素ステーションを設置するとともに、燃料電池自動車約６０台

の走行実証を行うことにより、燃料電池自動車の燃料消費率等のデータ取得

と評価を行った。 

また、2005年３月末までに、燃料電池の初期段階の普及を睨んだ６法律２８

項目に渡る包括的規制の再点検をすべて終了した。 

平成１６年度 燃料電池関連予算３２９億円の内数 

平成１７年度 燃料電池関連予算３５４億円の内数 

予算（当初） 

（単位：百万円） 

平成１８年度 燃料電池関連予算３４０億円の内数 

担当 資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部燃料電池推進室 

備考 ※大綱策定時の施策名 

 固体高分子形燃料電池／水素エネルギー利用プログラム 

（うち燃料電池自動車分）  

関連ホームページ等 水素・燃料電池実証プロジェクトホームページ 

http://www.jhfc.jp/ 
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第２回 対策の進捗状況の点検（個票） 

 

省庁名 経済産業省 個票Ｎｏ． ２８ 

１．人工排熱の低減 大綱の分類 

３）低公害車の技術開発・普及促進 

施策名 アイドリングストップ自動車導入促進事業 

自動的にアイドリングストップを行う装置を搭載した自動車（以下、アイドリング

ストップ自動車）を導入する者に対し、通常車両との価格差の一部を補助するこ

とにより、運輸部門における省エネルギーを促進する。 

（自動車燃料消費効率改善システム導入促進事業） 

施策の概要 

 

補助対象車両を追加し、また、これまでの周知活動に伴い、補助金利用件数が

昨年の約３倍に増加した。 

施策の進捗状況 

(Ｈ18 年 4 月時点) 

○ 平成１７年度補助金利用件数：１，０７４台（平成１６年度：３６１台） 

平成１６年度 ３００

平成１７年度 ５０

当初予算 

(単位：百万円） 

平成１８年度 １９０

担当 資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部省エネルギー対策課 

備考 

 

 

関連ホームページ等 http://www.eccj.or.jp/idstop/support/05/index.html 
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第２回 対策の進捗状況の点検（個票） 

 

 

省庁名 国土交通省 個票Ｎｏ． ２９ 

１．人工排熱の低減 大綱の分類 

３）低公害車の技術開発・普及促進 

施策名 低公害車普及促進対策費補助 

施策の概要 大都市地域等における自動車に起因する大気汚染問題は依然として厳しい

状況にあることから、バス・トラック事業者を中心に、ハイブリッドバス・トラック

等の低公害車導入に対する補助を地方公共団体等と協調して行うことによ

り、低公害車の普及を促進し、大気環境の改善を図る。 

施策の進捗状況 平成１５年度、平成１６年度は、補助対象バス・トラック事業者等においてハイ

ブリッドバス・トラック等の導入を実施。平成１７年度は低公害車導入補助を行

うとともに、エコドライブ管理システムの構築・普及によりエコドライブ普及のた

めの環境整備を実施。平成１８年度は引き続き低公害車導入補助を行う。 

 

 

 

 

平成１６年度 ２，５０７ 

平成１７年度 ２，４９９ 

予算（当初） 

（単位：百万円） 

平成１８年度 ２，４１２ 

担当 自動車交通局総務課企画室、貨物課 

自動車交通局技術安全部環境課 

備考  

関連ホームページ等  
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第２回 対策の進捗状況の点検（個票） 

 

 

省庁名 環境省 個票Ｎｏ． ３０ 

１．人工排熱の低減 大綱の分類 

３）低公害車の技術開発・普及促進 

施策名 低公害（代エネ・省エネ）車普及事業費補助 

施策の概要 地方公共団体等が導入する低公害車への補助を実施し、地域における低公

害車の普及を促進することにより、自動車から排出される人工排熱を低減さ

せる。 

 低公害車の普及を促進するため、地方公共団体が実施する低公害車（電

気自動車、天然ガス自動車、ハイブリッド自動車）の導入や燃料供給施設の

設置に対して補助を行った。 

平成１６年度からは、自治体からの出資比率５０％以上の団体も新たに補

助対象に加えた。 

 なお、平成１７年度導入分からは公営バスに限り補助している。 

施策の進捗状況 

平成 17 年度における低公害車の新規登録台数 

2,673,794 台   

平成 17 年度末時点での低公害車の保有台数 

約 1219 万台(全保有台数の約 24.4％) 

平成１６年度 ６００百万円 

平成１７年度 ３２０百万円 

予算（当初） 

（単位：百万円） 

平成１８年度 ８５百万円 

担当 水・大気環境局自動車環境対策課 

備考  

関連ホームページ等 http://www.env.go.jp/earth/ondanka/subsidy_l/index.html 
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第２回 対策の進捗状況の点検（個票） 

 

 

省庁名 環境省 個票Ｎｏ． ３１ 

１．人工排熱の低減 大綱の分類 

３）低公害車の技術開発・普及促進 

施策名 燃料電池自動車普及事業費補助 

地方公共団体等がリース導入する燃料電池自動車への補助を実施し、燃料

電池自動車の普及を促進することにより、自動車から排出される人工排熱

を低減させる。 

施策の概要 

 

地方公共団体等がリース導入する燃料電池自動車への補助を、１７年度は５

自治体に実施した。 

なお、平成１８年度は、次世代低公害車普及事業費補助として、燃料電池自動

車に加え、水素自動車等も補助対象とすることとしている。 

施策の進捗状況 

(Ｈ18 年 4 月時点) 

 

平成１６年度 ― 

平成１７年度 ８０百万円 

当初予算 

(単位：百万円） 

平成１８年度 ４０百万円 

担当 水・大気環境局自動車環境対策課 

備考 

 

 

関連ホームページ等 http://www.env.go.jp/earth/ondanka/subsidy_l/index.html 
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１ 人工排熱の低減 

４）交通流体策および物流の効率化の推進並びに公共交通機関の利用促進 
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第２回 対策の進捗状況の点検（個票） 

 

省庁名 警察庁、総務省、国土

交通省 

個票Ｎｏ． ３２ 

１．人工排熱の低減 大綱の分類 

４）交通流対策及び物流の効率化の推進並びに公共交通機関の利用促進 

施策名 道路交通情報通信システム（VICS）サービスの推進 

施策の概要 ・リアルタイムな道路交通情報をＶＩＣＳ対応車載器（カーナビ等）に提供し、

運転者の適正なルート選択を促すことにより、円滑な道路交通の実現を

図る。 

・円滑な道路交通の実現により人工廃熱の低減を図る。 

・情報提供エリアの拡大、道路交通情報提供の内容・精度の改善・充実を

図った。 

施策の進捗状況 

Ｈ１７年度第Ⅰ～第Ⅳ四半期にＶＩＣＳユニット約３１０万台出荷 

（前年同期比約 113%） 

平成１６年度 16,222（内数）（警察庁） 

73,219（内数）（国交省） 

平成１７年度 16,337（内数）（警察庁） 

71,185（内数）（国交省） 

予算（当初） 

（単位：百万円） 

平成１８年度 15,365（内数）（警察庁） 

66,578（内数）（国交省） 

担当 警察庁交通局交通規制課 

総務省総合通信基盤局電波部移動通信課 

国土交通省道路局ＩＴＳ推進室 

備考  

関連ホームページ等 http://www.npa.go.jp/koutsuu/kisei/index.html（警察庁） 

http://www.tele.soumu.go.jp/j/system/ml/its/index.htm（総務省） 

http://www.mlit.go.jp/road/ITS/j-html/（国土交通省） 
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第２回 対策の進捗状況の点検（個票） 

 

省庁名 警察庁 個票Ｎｏ． ３３ 

１．人工排熱の低減 大綱の分類 

４）交通流対策及び物流の効率化の推進並びに公共交通機関の利用促進 

施策名 信号機の系統化・感応化、交通管制の高度化等による交通安全施設の整備

  

施策の概要 信号機の系統化・感応化、交通管制の高度化等交通安全施設の整備を

推進し、交通流の円滑化を図ることにより交通渋滞を緩和し、自動車からの

排熱を低減する。 

 信号機の高度化改良、交通管制センターの高度化、新信号制御方式（ＭＯ

ＤＥＲＡＴＯ）等の整備を実施した。平成１８年度以降も引き続き、計画的な整

備を推進する。  

施策の進捗状況 

平成１８年３月末現在、信号機の集中制御化は約 66,000 基、信号機の高

度化（プログラム多段系統化、半感応化、右折感応化）は約 38,800 基であ

る。また、新信号制御方式（ＭＯＤＥＲＡＴＯ）は、平成１８年度末には、全国３

８県において運用。 

平成１６年度 １６，２２２（内数） 

平成１７年度 １６，３３７（内数） 

予算（当初） 

（単位：百万円） 

平成１８年度 １５，３６５（内数） 

担当 交通局交通規制課 

備考  

関連ホームページ等 http://www.npa.go.jp/koutsuu/kisei/index.html 
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第２回 対策の進捗状況の点検（個票） 

 

省庁名 警察庁 個票Ｎｏ． ３４ 

１．人工排熱の低減 大綱の分類 

４）交通流対策及び物流の効率化の推進並びに公共交通機関の利用促進 

施策名 路上駐停車対策の推進 

  

施策の概要 適正な駐車規制や違法駐車を抑止するための各種システムの整備等の

路上駐停車対策を推進し、交通流の円滑化を図ることにより交通渋滞を緩

和し、自動車からの排熱を低減する。 

 都市部における慢性的な渋滞を緩和するため、特に違法駐車が著しく、そ

れが交通渋滞の一因と認められる幹線道路等において、道路管理者、沿道

住民等と連携してハード・ソフト一体となった駐車対策を重点的に推進した。

また、平成１８年６月の新たな駐車対策法制の施行に備え、駐車規制の見直

しを推進した。  

施策の進捗状況 

平成１８年３月末現在、違法駐車抑止システムは１２９都市において、駐車誘

導システムは６３都市において、それぞれ導入。 

平成１６年度 １６，２２２（内数） 

平成１７年度 １６，３３７（内数） 

予算（当初） 

（単位：百万円） 

平成１８年度 １５，３６５（内数） 

担当 交通局交通規制課 

備考  

関連ホームページ等  
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第２回 対策の進捗状況の点検（個票） 

 

 

省庁名 警察庁 個票Ｎｏ． ３５ 

１．人工排熱の低減 大綱の分類 

４）交通流対策及び物流の効率化の推進並びに公共交通機関の利用促進 

施策名 交通情報提供事業の促進 

施策の概要  民間事業者による交通情報の提供は、カーナビゲーション装置等の多様な

メディアを用いた高度なものとなっているが、このような民間事業が適正に行

われることにより、運転者の経路選択が適切に行われることを通じて交通流

が円滑化され、自動車からの排熱も低減される。 

交通情報提供事業者等が提供する交通情報の正確性及び適切性を検証

するための交通情報検証システムにつき、システムの精度を維持し、的確な

運用に努めた。また、ＧＩＳ技術を活用して交通規制情報をデータベース化し

た交通規制情報管理システムをモデル県に整備するとともに、試験運用を実

施した。 

 

施策の進捗状況 

 

平成１６年度 ２４３ 

平成１７年度 ２６３ 

予算（当初） 

（単位：百万円） 

平成１８年度 １５１ 

担当 交通局交通規制課 

備考  

関連ホームページ等 http://www.npa.go.jp/koutsuu/kisei/index.html 



 42

第２回 対策の進捗状況の点検（個票） 

省庁名 警察庁 個票Ｎｏ． ３６ 

１．人工排熱の低減  大綱の分類 

４）交通流対策及び物流の効率化の推進並びに公共交通機関の利用促進 

施策名 公共車両優先システム（ＰＴＰＳ）の整備 

施策の概要 バス優先信号制御やバス専用・優先レーンの設定等によりバスの定時

性、利便性の向上を図り、マイカーからバスへの利用転換を促進して交通総

量を抑制することにより、自動車からの排熱低減を図る。 

 平成１７年度、ＰＴＰＳは新たに４県で運用開始。引き続き整備を推進する。 施策の進捗状況 

 公共車両優先システム（ＰＴＰＳ）は、平成１８年３月末現在、３８都道府県の

１２３路線、総延長５８３．２ｋｍの路線で導入。  

平成１６年度 １６，２２２（内数） 

平成１７年度 １６，３３７（内数） 

予算（当初） 

（単位：百万円） 

平成１８年度 １５，３６５（内数） 

担当 交通局交通規制課 

備考  

関連ホームページ等 http://www.npa.go.jp/koutsuu/kisei/index.html 
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第２回 対策の進捗状況の点検（個票） 

 

省庁名 経済産業省、国土交通省 個票Ｎｏ． ３７ 

１．人工排熱の低減 大綱の分類 

４）交通流対策及び物流の効率化の推進並びに公共交通機関の利用促進 

施策名 省エネ法による運輸部門対策の導入 

平成１７年８月にエネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）を改正

し、運輸部門における対策を導入した。具体的には、一定規模以上の貨物輸

送事業者、旅客輸送事業者及び荷主に対し、省エネ計画の策定・提出、エネ

ルギー使用量等の報告を義務付けるとともに、省エネの取組が著しく不十分

な場合に勧告・公表・命令を行うものである。 

施策の概要 

改正省エネ法を平成１８年４月１日から施行。 

改正省エネ法が平成１８年４月１日から施行された。 

輸送事業者に係る措置については、平成１８年度において、一定規模以上の

鉄道、トラック等を保有する輸送事業者を特定輸送事業者に指定し、平成１９

年度において、６月末までに、特定輸送事業者から省エネ計画の提出及びエ

ネルギー使用量等の報告を受ける。 

一方、荷主に係る措置については、平成１９年度において、一定規模以上の

輸送量を有する荷主を特定荷主に指定し、９月末までに、特定荷主から省エ

ネ計画の提出及びエネルギー使用量等の報告を受ける。 

施策の進捗状況 

(Ｈ18 年 4 月時点) 

 

平成１６年度 － 

平成１７年度 － 

当初予算 

(単位：百万円） 

平成１８年度 － 

担当 資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部省エネルギー対策課 

国土交通省総合政策局環境・海洋課 

備考 

 

 

関連ホームページ等 http://www.enecho.meti.go.jp/policy/saveenergy/save02.htm 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kankyo_site/1.ondan/1.syouene/060118sy

ouene.htm 
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第２回 対策の進捗状況の点検（個票） 

 

 

 

省庁名 国土交通省 個票Ｎｏ． ３８ 

１．人工排熱の低減  大綱の分類 

４）交通流対策及び物流の効率化の推進並びに公共交通機関の利用促進 

施策名 交通需要マネジメント（ＴＤＭ）実証実験 

施策の概要 地域における自動車交通の調整、交通事業の改善、環境負荷の少ない自

動車やＤＰＦ装着と併せた低硫黄軽油の導入等を実施する交通需要マネジ

メント実証実験を推進し、都市圏交通円滑化総合計画の策定に関し活用す

る。 

施策の進捗状況 平成１５年度からの継続分として、１件の交通需要マネジメント実証実験を実

施した。平成１７年度で本実証実験は終了であるが、本実験を通して、京都

議定書目標達成計画の目標の達成に貢献すべく、具体的プロジェクトの進

展が期待される。 

平成１６年度 ４９６（内数） 

平成１７年度 ３２４（内数） 

予算（当初） 

（単位：百万円） 

平成１８年度 － 

担当 総合政策局交通計画課 

備考 大綱における施策名は「交通需要マネジメント（ＴＤＭ）施策の推進」である

が、上記の施策名に変更。 

関連ホームページ等  
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第２回 対策の進捗状況の点検（個票） 

 

 

 

省庁名 国土交通省 個票Ｎｏ． ３９ 

１．人工排熱の低減  大綱の分類 

４）交通流対策及び物流の効率化の推進並びに公共交通機関の利用促進 

施策名 広域的な公共交通利用転換に関する実証実験 

施策の概要 京都議定書において我が国に課せされたＣＯ２排出量削減を運輸分野にお

いて達成できるよう、公共交通への利用転換を促進するために交通事業者

等が行う先進的な利便性向上策に係る実験に対して支援する。 

施策の進捗状況 平成１７年度は、平成 1５、１６年度からの継続分である１４件の広域的な公

共交通利用転換に関する実証実験を実施した。 

平成１７年度で本実証実験は終了であるが、本実験を通して、京都議定書目

標達成計画の目標の達成に貢献すべく、具体的プロジェクトの進展が期待さ

れる。 

平成１６年度 ４９６（内数） 

平成１７年度 ３２４（内数） 

予算（当初） 

（単位：百万円） 

平成１８年度 ― 

担当 総合政策局交通計画課 

備考 大綱における施策名は「公共交通の利便性向上を図る実証実験の実施」で

あるが、上記の施策名に変更。 

関連ホームページ等  
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第２回 対策の進捗状況の点検（個票） 

 

 

 

省庁名 国土交通省 個票Ｎｏ． ４０ 

１．人工排熱の低減  大綱の分類 

４）交通流体策及び物流の効率化の推進並びに公共交通機関の利用の促

進 

施策名 交通需要マネジメント（ＴＤＭ）施策の推進 

施策の概要 ・面的な渋滞対策が必要な都市圏においてパークアンドライドなどの交通需

要マネジメント（ＴＤＭ）施策や複数の交通機関の連携により利便性の向上

を図るマルチモーダル施策を組み合わせて、総合的な渋滞対策を都市圏

交通円滑化総合計画に基づいて重点的に推進している。 

 

施策の進捗状況 ・都市圏全体でトリップ（人や車の移動量又は手段）の見直しに向けた具体

的目標を定め、交通容量拡大策、交通需要マネジメント（ＴＤＭ）施策、マ

ルチモーダル施策を組み合わせて実施する「都市圏交通円滑化総合計

画」をこれまで２３都市圏において策定、実施している。 

・今後も、引き続き関係省庁と連携し、ＴＤＭ施策を進めていくとともに、「都

市圏交通円滑化総合計画」策定都市圏においては効果の確認等を行って

いく。 

平成１６年度  

平成１７年度  

予算（当初） 

（単位：百万円） 

平成１８年度  

担当 道路局企画課道路経済調査室 

備考  

関連ホームページ等  
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第２回 対策の進捗状況の点検（個票） 

 

 

省庁名 国土交通省 個票Ｎｏ． ４１ 

１．人工排熱の低減 大綱の分類 

４）交通流体策及び物流の効率化の推進並びに公共交通機関の利用促進 

施策名 環状道路等の整備 

施策の概要 ・都市の骨格を形成するとともに、通過交通を迂回させるなど自動車交通の

流れを抜本的に変革し、都心部の多数の慢性的な渋滞や沿道環境の悪

化等を大幅に解消するため、環状道路等の整備を重点的に進める。 

 

施策の進捗状況 ・平成１７年度には、東京外かく環状道路（三郷～三郷南）４ｋｍの供用を開

始したところ。 

・今後も、引き続き環状道路等の整備を進めていく予定。 

 

 

平成１６年度  

平成１７年度  

予算（当初） 

（単位：百万円） 

平成１８年度  

担当 道路局企画課道路経済調査室 

備考  

関連ホームページ等  
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対策の進捗状況の点検（個票） 

省庁名 国土交通省 個票Ｎｏ． ４２ 

１．人工排熱の低減 大綱の分類 

４）交通流対策及び物流の効率化の推進並びに公共交通機関の利用促進 

施策名 路上工事の縮減 

施策の概要 ・路上工事を縮減することにより、円滑な道路交通を実現し、人口排熱の低

減を図る。 

・道路の掘り返しを抜本的に見直す共同溝の整備、共同施工・集中工事等

の工事調整、年末・年度末等の特定時期の工事抑制等を実施した。 

 

 

 

 

施策の進捗状況 

全国の直轄国道における1kmあたりの年間路上工事時間（時間／km・年）を

Ｈ14 年度と比較して約３割縮減（Ｈ16 年度実績） 

平成１５年度  

平成１６年度  

予算（当初） 

（単位：百万円） 

平成１７年度  

担当 道路局国道・防災課 

備考  

関連ホームページ等  
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第２回 対策の進捗状況の点検（個票） 

 

 

省庁名 国土交通省 個票Ｎｏ． ４３ 

１．人工排熱の低減 大綱の分類 

４）交通流対策及び物流の効率化の推進並びに公共交通機関の利用の促

進 

施策名 ＥＴＣの普及促進 

施策の概要 ・Ｈ１８春７０％（首都・阪神高速８５％）、Ｈ１９春７５％（首都・阪神高速 

９０％）という目標に向けて、ＥＴＣ車載器の購入助成、多様で弾力的な料金

割引の実施、ＥＴＣ専用レーンの増設等の普及促進策を推進する。 

・ほぼ全ての料金所で 24 時間専用運用化 

・ＥＴＣ車載器購入費用軽減策として、約 500 万台分の料金還元 

や車載器購入支援を実施 

・東/中/西日本高速道路㈱において時間帯割引 

（深夜割引、通勤割引、早朝夜間割引）や 

 マイレージ割引、大口・多頻度割引を実施 

・首都高速、阪神高速では H17.10 から曜日別時間帯別料金割引 

を実施 

・クレジット以外の決済方法として、保証金方式によるＥＴＣパ 

 ーソナルカードを高速道路会社が発行（H17.11～） 

・二輪車ＥＴＣの試行運用を実施（H17.4～） 

施策の進捗状況 

ＥＴＣ利用率 59.7％（平成 18 年 4 月 14 日～20 日平均） 

平成１６年度  

平成１７年度  

予算（当初） 

（単位：百万円） 

平成１８年度  

担当 道路局有料道路課 

備考  

関連ホームページ等 ＥＴＣ総合情報ポータルサイト（http://www.go-etc.jp） 


